


【国保】

D-59　ヒアルロン酸②（肝硬変）

《令和２年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、肝硬変に対するヒアルロン酸は認められない。

○ 取扱いの根拠

「肝硬変」では、既に肝の線維化が認められるものであり、ヒアルロン

酸の測定は、疾患の経過観察の参考とならない。


